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Ⅰ 概 要
１ 組織概要

沿革

平成11年３月 かごしま県民交流センター基本設計

平成12年３月 かごしま県民交流センター実施設計

平成12年７月21日 かごしま県民交流センター起工式

平成14年10月15日 かごしま県民交流センターの設置及び管理に関する条例公布

平成15年３月25日 かごしま県民交流センター竣工

平成15年４月１日 「かごしま県民大学中央センター」の発足

〃 初代 田中 孝一所長 着任

平成15年４月22日 かごしま県民交流センター開館

平成15年５月17日 オープン記念「生涯学習県民フェア」の開催

平成16年２月３日 鹿児島県視聴覚教育連盟創立50周年記念式典

平成16年４月１日 二代 小園 和年所長 着任

平成16年５月30日 開館１周年記念「特別講演会」の開催

平成16年７月27日 平成16年度「かごしま県民大学推進協議会」の開催

平成16年11月12日 第16回「鹿児島県生涯学習県民フェア」の開催（末吉町）

平成17年４月１日 かごしま県民大学連携講座(大学等)の開始

平成17年７月22日 平成17年度「かごしま県民大学推進協議会」の開催

平成18年１月20日 第17回「鹿児島県生涯学習県民フェア」の開催（南さつま市）

平成18年７月19日 平成18年度「かごしま県民大学推進協議会」の開催

平成19年４月１日 三代 原之園 政治所長 着任

平成19年７月19日 平成19年度「かごしま県民大学推進協議会」の開催

平成20年４月１日 かごしま県民大学連携講座（鹿児島市教委）の開始

平成20年７月15日 平成20年度「かごしま県民大学推進協議会」の開催

平成21年４月１日 四代 海江田 修誠所長 着任

平成21年７月16日 平成21年度「かごしま県民大学推進協議会」の開催

平成22年４月１日 五代 橋口 紀文所長 着任

平成22年７月15日 平成22年度「かごしま県民大学推進協議会」の開催

平成23年９月６日 平成23年度「かごしま県民大学推進協議会」の開催

平成24年４月１日 六代 今和泉 俊幸所長 着任

平成24年８月８日 平成24年度「かごしま県民大学推進協議会」の開催

平成25年４月１日 七代 北之園 千春所長 着任

平成25年８月８日 平成25年度「かごしま県民大学推進協議会」の開催

平成26年４月１日 八代 諏訪原 裕子所長 着任

平成26年８月８日 平成26年度「かごしま県民大学推進協議会」の開催

平成27年７月24日 平成27年度「かごしま県民大学推進協議会」の開催

平成28年４月１日 九代 六笠 登由所長 着任

平成28年８月９日 平成28年度「かごしま県民大学推進協議会」の開催

平成29年４月１日 十代 大山 涼子所長 着任

平成29年７月27日 平成29年度「かごしま県民大学推進協議会」の開催

平成30年７月26日 平成30年度「かごしま県民大学推進協議会」の開催

令和元年９月13日 「かごしま県民大学推進協議会」の廃止

令和２年４月１日 十一代 青谷 有美代所長 着任

令和４年４月１日 十二代 下屋敷 由貴子所長 着任
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設置目的

かごしま県民交流センターに県民の生涯学習の促進及び視聴覚教育の振興のための中核的な

施設として「かごしま県民大学中央センター」を設置する。

組織図

（かごしま県民交流センター）

県民交流課長 総務旅券係長 主査３,主事１,会任７

館 長 副館長 主幹兼
協働活動促進課長 協働活動促進係長 主査１,主事１,会任３

男女共同参画推進課長- 主幹兼 主査１,主事１,会任３

男女共同参画推進係長

かごしま 主幹兼 社会教育主事兼専門員２

県民大学中央センター 学習推進係長 社会教育指導員１（会任）

所 長 生涯学習課長 主幹兼

(所長兼務) 学習情報係長 指導主事兼専門員２，

指導主事１

※ 県視聴覚教育連盟事務局－書記１

＊会任…会計年度任用職員（旧非常勤職員）

２ 運営方針

本県の生涯学習推進のための中核施設として，県下全域を生涯学習のキャンパスとする

「かごしま県民大学」構想の充実を図るため，市町村・大学等との連携を強化しながら，

調査・研究，学習機会の提供，学習情報の提供等を行う。

視点１ 視点２ 視点３

調査・研究 学習機会の提供 学習情報の提供

本県の生涯学習の促進を 県民の多様化・高度化する 県民の学習活動を支援す

図るため，中央教育審議会 学習ニーズや現代的課題等に るため,関係機関等と連携し

答申及び県教育振興基本計 応えるため，大学・市町村等 ながら，各種情報を収集・

画並びに県教育大綱を踏ま との連携を強化し,学びの活 整理し，効果的・効率的に

え,本県の生涯学習推進の現 動をコーディネートする人材 情報提供を行うとともに，

状や課題の調査・研究等に の育成と支援に努める。 学習相談の充実に努める。

努める。
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事務分掌

職 名 氏 名 事 務 分 掌

所 長 兼 下屋敷由貴子 ・センターの総括

生涯学習課長

主 幹 兼 林 恵美 ・係事務の総括

学習推進係長 ・かごしま県民大学中央センターの推進計画

・勤務

・予算及び庶務

社会教育主事 久木田 剛 ・かごしま県民大学中央センター大学等連携懇談会

兼 専 門 員 ・かごしま青年塾

・市町村教育委員会等との連携（新たな生涯学習モデル）

・事業報告書

社会教育主事 松元 智 ・生涯学習県民大学講座

兼 専 門 員 ・かごしま県民大学連携講座

・学習プログラム開発（新たな生涯学習モデル）

・社会教育・生涯学習現状調査

社 会 教 育 鵜木 孝夫 ・生涯学習ふれあい展示

指 導 員 ・『学びの手帳』推進事業

・広報（定期発行物等）・館内掲示

・生涯学習相談

・各業務の補助

主 幹 兼 渡辺 豊隆 ・係事務の総括

学習情報係長 ・県視聴覚教育連盟の運営

・予算及び庶務

・情報資産管理（デジタル化対応，著作権を含む）

指 導 主 事 上三垣 賢一 ・メディア研修講座（テーマ学習型，アドバンス型）

兼 専 門 員 ・社会教育・生涯学習現状調査

・広報（県政，本庁関連等）・メールマガジン

・利用統計

指 導 主 事 畠山 哲也 ・メディア研修講座（サポート型）

兼 専 門 員 ・情報システム管理（指導者・講師情報，デジタルコンテンツ）

・情報機器管理

・学習モデル開発（ＤＸ推進事業関連，技術支援等）

指 導 主 事 武田 恭輔 ・生涯学習・社会教育のＤＸ推進事業

（デジタル・デバイト解消のための講座）

・視聴覚ライブラリー

・施設・研修室運用

・ホームページ管理

・人権同和教育

-3-



３ 事業体系

学習機会の提供 学習情報の提供 調査・研究

生涯学習・社会教育のＤＸ
推進事業

とことんまなぶー講座 各大学等における公開講座等

生涯学習に関する情報誌の
発行

生涯学習に関する資料等の
展示

生涯学習ふれあい展示

情報システムによる情報提
供

生涯学習相談窓口

「学びの手帳」推進事業

県視聴覚ライブラリー運営

ター大学等連携懇談会

学習プログラムの開発

鹿児島県社会教育・生涯学
習現状調査

メディア研修講座

生涯学習・社会教育のＤＸ
推進事業
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Ⅱ 事業概要

１ 学習機会の提供

 生涯学習県民大学講座

市町村や大学等と連携して，現代的課題や市町村が抱える課題を解決するための学習機会

を提供することにより，市町村の実情に即した生涯学習の振興を支援する。

ア テーマ学習型（講義形式を基本とする講座）…１講座90分

イ プロジェクト型（ワークショップ等を取り入れた講座）…内容に応じて設定

ウ アドバンス型（先進的でモデル的な内容の講座）…当センターによる企画・実施

内 容 主に現代的課題の解決に資する内容（開催を希望する市町村が抱える課題）等

講座数 28講座

会 場 13市町

鹿児島市（かごしま県民交流センター），日置市，十島村，枕崎市，さつま町，

志布志市，大崎町，錦江町，肝付町，屋久島町，奄美市，天城町，与論町

対 象 県民

定 員 各会場30人程度

 メディア研修講座

県内市町村等におけるメディア研修の充実及び視聴覚教材の利用促進を図るために，市

町村等生涯学習・社会教育関係者等を対象としてＩＣＴ機器等を使用した研修を行う。市

町村等におけるＩＣＴ機器等を有効に活用できる指導者等を養成するとともに，デジタル

・デバイド解消に向けたデジタル人材の育成を通して，ＩＣＴ機器等を活用した生涯学習

を推進する。

ア テーマ学習型（講義・演習を中心とする講座） 会場｜かごしま県民交流センター

内 容 期 日

視聴覚教材予約システムの効果的な活用 5/20

Web会議システムの効果的な活用（初級編） 6/24,11/9

Web会議システムの効果的な活用（中級編） 7/22,12/7

読みたくなる広報・チラシづくり 9/16

イ サポート型…市町村等からの要請に応じた講師派遣及び技術支援

内 容 期日等

・遠隔会議システムを活用したオンライン講座の企画・運営に関すること 随時

・情報モラル教育に関すること （会場は希望市

・ビデオ撮影やパソコンによるビデオ編集に関すること 等 町村等による）

ウ アドバンス型…先進的でモデル的な内容の講座 会場｜かごしま県民交流センター

内 容 期 日

生涯学習・社会教育におけるデジタル・デバイド（情報格差）の解消に向けた新た 10/14

な研修や講座のあり方
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 かごしま青年塾

これからの鹿児島を担う青年層を対象として，各界で活躍する経営者やリーダー等との

交流や現地での研修等を行い，次世代かごしまの地域を支えるリーダーを育成する。

内 容 ・各界で活躍する経営者やリーダーを講師に迎えて実施する特別講演

・県内企業等での現地研修 ・コミュニケーションを深める宿泊研修

・県内若手リーダー等との交流会 ・ファシリテーション等に関する研修 等

期 日 令和４年６月～12月（月１回程度・全７回／原則，日曜日の実施）

会 場 かごしま県民交流センター 霧島自然ふれあいセンター ほか

対 象 概ね18歳から35歳程度の学生・社会人で，原則，毎回参加可能な県内在住の方

定 員 30人程度

 かごしま県民大学連携講座

県民の多様化・高度化する生涯学習ニーズに応えるため，大学等の教育機関，市町村等

の公的機関，民間の団体等と連携して公開講座等を実施する。

ア とことんまなぶー講座（かごしま県民交流センターで実施する講座）［７団体 ７講座］

大学・短期大学 ［３団体 ３講座・11回］

・鹿屋体育大学 １講座・３回

・第一工科大学 １講座・３回

・鹿児島純心女子短期大学 １講座・５回

自主団体等 ［４団体 ４講座・12回］

・ゴッタン成音会 １講座・５回

・韻天流天吹塾 １講座・５回

・鹿児島県マルチメディア教育研究会 １講座・１回

・鹿児島県視聴覚教育研究協議会 １講座・１回

イ 各大学等における公開講座等

各大学等が各大学等において実施する講座（→学習情報の提供）

 生涯学習・社会教育のＤＸ推進事業

新型コロナウイルス感染症の感染リスクを低減し，地理的・時間的制約を受けずに，誰も

が生涯学習の機会の提供を受けられるようにするため，オンライン講座等の実施など，生涯

学習環境の高度化を推進する。

ア デジタル社会に対応した生涯学習環境の高度化

・本県の生涯学習推進のための拠点としてのＩＣＴ機器，ネットワーク環境の整備

・市町村等，大学等を結ぶ本県のプラットフォームの整備

イ 新たな生活様式による生涯学習モデルの企画・開発

・デジタル化に対応したオンライン講座の企画，開発，運営

・オンデマンド配信のためのコンテンツ（教材）の作成

・16ミリフィルム等のデジタル化

ウ デジタル・デバイド解消に向けた市町村等のデジタル人材の育成

・市町村等の社会教育・生涯学習担当者を対象とした講座を実施

→アドバンス型

・市町村等におけるデジタル・デバイド解消のための講座運営サポート

実施市町村：指宿市，西之表市，志布志市，長島町
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２ 学習情報の提供

 学習成果の展示

生涯学習ふれあい展示（年２回・10日間程度）６月，10月 ９団体

・県，市町村等の作品や各地域で生涯学習に取り組んでいる団体・個人の作品展示

・教育機関などの活動状況等の紹介

 情報システムによる情報提供

ア 指導者・講師情報，映像教材の活用事例

・指導者や講師の情報，県や地域視聴覚ライブラリー等が保有する映像教材の活用事例

の収集及び情報提供

イ その他の情報

・「 かごしま県民交流センター情報システム」の生涯学習に係るＷｅｂページの追加・

更新

・生涯学習に関する「情報データベース」の更新及び活用のための広報周知

 学習情報の集約・提供

「メールマガジンの配信」（毎月発行 年12回）

・市町村教育委員会，教育事務所等を通じて県民への適切な生涯学習情報を届けるため

に，かごしま県民大学中央センターの取組をはじめ各市町村が実施している取組や情

報，他県の情報等を集約して紹介

「生涯学習だよりの発行」（奇数月発行 年６回）

・事業の実施状況など，当センターの取組を紹介

「生涯学習講座情報」の発行（実施月に合わせて発行 年10回程度）

・実施講座等の告知・紹介

「生涯学習講座案内」の発行 ５月（年１回）

・かごしま県民大学連携講座（とことんまなぶー講座＋各大学等における公開講座）や

かごしま文化ゾーン施設が実施する各種講座，県内市町村が実施する講座等の紹介

 生涯学習資料の展示

県内の生涯学習に関する情報の提供

・県，市町村，民間教育機関，企業等の生涯学習に関する情報（ちらし・パンフレット

等)の提供及び展示

 「かごしま県民大学『学びの手帳』」推進事業

かごしま県民交流センターや市町村等が主催する各種講座の受講を記録するための「学

びの手帳」の配付（年齢不問，無料）。修得単位に応じて賞状を授与。

 生涯学習相談窓口

生涯学習相談窓口にて県民の来所相談，電話等による相談にあたる。

・県内の生涯学習講座の開設状況や講座内容，学習サークルの育成・支援に関する相談等

-7-



３ 調査・研究

 かごしま県民大学中央センター大学等連携懇談会

大学等（高等教育機関）の知の財産を活用したさらなる生涯学習の振興を図るために，県内

の大学等に呼びかけて，かごしま県民大学中央センター大学等連携懇談会を開催し，県と大学

等の共催による講座等の開催や，当センター主催事業への参画などについて幅広く情報交換を

行う。

・懇談会：11月開催予定

 生涯学習に関する調査・研究

県の生涯学習の中核機関として，県民の学習ニーズに応じた鹿児島らしい事業を充実し開発

するために，調査研究を進める。

・鹿児島県の社会教育・生涯学習現状調査

・県民の学習ニーズに関する調査研究

・学習歴活用の環境づくり
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４ その他

視聴覚サービス

ア 映像教材の貸出

学校教育・社会教育の関係機関・団体等における学習を支援するためのビデオやD V D

等の映像教材の貸出

・貸出は「県視聴覚ライブラリー教材貸出要項」による。「視聴覚ライブラリー予約管

理システム」及び「LiCS－Re」により，教材管理及び貸出業務の効率化を図る。

・地域に関する郷土教材の収集を行い，県視聴覚ライブラリー等による提供に努める。

イ 県視聴覚教育連盟の運営

県視聴覚教育連盟の事務局として，映像教材の整備・貸出，県自作視聴覚教材コン

クールの事業を行う。

ウ その他の機関・団体との連携

県教育庁社会教育課，市町村教育委員会，地域視聴覚ライブラリー等と連携して，当

県における教育メディアの利用促進を図る。

-9-



行事 行事 行事
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 県民大学講座（十島村）
0 休館日 0
0 0 0
0 憲法記念日 0
0 0 0
0 0 0
0 みどりの日 0

休館日 0 0
0 0 0
0 こどもの日 0

県視連会計監査 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 休館日
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 【連携】韻天流天吹
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 休館日 0
0 0 0
0 0 ふれあい展示（設営日）
0 0 0
0 0 0
0 0 県民大学講座（与論町）

休館日 0 0
0 0 ふれあい展示（～19日）
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 休館日
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0

県視連理事会・常任委員会 0 0
0 0 0
0 0 0
0 休館日 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 デジタル・デバイド解消に向けた講座 【サポート】かごしま 夢 有為塾

休館日 のための運営サポート講座（志布志市） 0
0 0 0
0 0 ふれあい展示（最終日）
0 0 0
0 0 0
0 第１回ﾒﾃﾞｨｱ研修講座 0
0 0 休館日
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0

県視連定期総会 0 0
0 0 0
0 0 0
0 休館日 0
0 0 0
0 0 第２回ﾒﾃﾞｨｱ研修講座
0 0 0
0 0 0
0 【連携】韻天流天吹 0

休館日 0 0
0 0 0
0 0 第１回かごしま青年塾
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 県視連専門部会 休館日
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0

昭和の日 0 【連携】韻天流天吹
メディア研修講座（サポート型） 0 0

0 0 0
0 0 0
0 休館日 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0

県視連…鹿児島県視聴覚教育連盟，[連携]…かごしま県民大学連携講座・とことんまなぶー講座

５　年間行事計画（令和４年度）

31 火

30 土 30 月 30 木

29 金 29 日 29 水

火28 木 28 土 28

27 水 27 金 27 月

26 火 26 木 26 日

土25 月 25 水 25

24 日 24 火 24 金

23 土 23 月 23 木

水22 金 22 日 22

21 木 21 土 21 火

20 水 20 金 20 月

日19 火 19 木 19

18 月 18 水 18 土

17 日 17 火 17 金

木16 土 16 月 16

15 金 15 日 15 水

14 木 14 土 14 火

月13 水 13 金 13

12 火 12 木 12 日

11 月 11 水 11 土

金10 日 10 火 10

9 土 9 月 9 木

8 金 8 日 8 水

火7 木 7 土 7

6 水 6 金 6 月

5 火 5 木 5 日

土4 月 4 水 4

3 日 3 火 3 金

2 土 2 月 2 木

4月 5月 6月

水1 金 1 日 1

日付 日付 日付
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行事 行事 行事
0 0 0
0 休館日 0
0 0 0

県民大学講座（大崎町） 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 【連携】純心短
0 0 0
0 0 0
0 0 県民大学講座（さつま町）

休館日 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 休館日
0 0 0
0 県民大学講座（錦江町） 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 休館日 0
0 0 0

【連携】純心短 【連携】鹿マ研 0
0 0 0
0 0 0
0 デジタル・デバイド解消に向けた講座 0
0 のための運営サポート講座（西之表市） 0
0 0 0
0 山の日 0

休館日 0 0
0 0 0

【サポート】ビデオ編集講座（薩摩川内市） 0 0
0 0 休館日
0 0 0

【連携】韻天流天吹 0 県民大学講座（枕崎市）
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 休館日 0
0 0 0

【連携】純心短 0 第４回ﾒﾃﾞｨｱ研修講座
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0

海の日 0 0
0 0

0 0 0
0 県民大学講座(日置市） 敬老の日

休館日 0
0 0 0
0 0 0
0 0 休館日
0 0 0
0 県民大学講座（屋久島町） 0
0 0 0
0 0 0

第３回ﾒﾃﾞｨｱ研修講座 0 0
0 休館日 県視連教材選定委員会
0 0 0
0 0 0
0 0 秋分の日
0 0 0

第２回かごしま青年塾 0 第４回かごしま青年塾（１日目）
0 0 0
0 0 0
0 0 第４回かごしま青年塾(２日目)

休館日 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 休館日
0 0 0

【連携】韻天流天吹 【連携】純心短 0
0 0 0
0 0 0
0 第３回かごしま青年塾 デジタル・デバイド解消に向けた講座
0 0 のための運営サポート講座(長島町)
0 0 0
0 0 【連携】鹿体大
0 休館日 0
0 0 0

【連携】純心短 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0

純心短…鹿児島純心女子短期大学，鹿マ研…鹿児島県ﾏﾙﾁﾒﾃﾞｨｱ教育研究会，鹿体大…鹿屋体育大学

31 日 31 水

土 30 火 30 金30

月 29 木29 金 29

水28 木 28 日 28

水 27 土 27 火27

金 26 月26 火 26

日25 月 25 木 25

日 24 水 24 土24

火 23 金23 土 23

木22 金 22 月 22

木 21 日 21 水21

土 20 火20 水 20

月19 火 19 金 19

月 18 木 18 日18

水 17 土17 日 17

金16 土 16 火 16

金 15 月 15 木15

日 14 水14 木 14

火13 水 13 土 13

火 12 金 12 月12

木 11 日11 月 11

土10 日 10 水 10

土 9 火 9 金9

月 8 木8 金 8

水7 木 7 日 7

水 6 土 6 火6

金 5 月5 火 5

日4 月 4 木 4

日 3 水 3 土3

火 2 金2 土 2

7月 8月 9月

木1 金 1 月 1

日付 日付 日付
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行事 行事 行事
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0

休館日 文化の日 0
0 0 0
0 0 県民大学講座（交セ）
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 休館日
0 0 0

県民大学講座（志布志市） 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 第６回ﾒﾃﾞｨｱ研修講座
0 休館日 0
0 0 0

【連携】ｺﾞｯﾀﾝ成音会 0 0
0 0 0
0 0 0
0 第５回ﾒﾃﾞｨｱ研修講座 0
0 0 0
0 0 0

スポーツの日 0 【連携】ｺﾞｯﾀﾝ成音会
0 0

0 0 0
0 0 0

休館日 0 0
0 0 0
0 【連携】ｺﾞｯﾀﾝ成音会 0
0 0 休館日
0 0 0

【連携】鹿体大 県民大学講座（交セ） 0
0 0 0
0 0 0

ﾒﾃﾞｨｱ研修講座(ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽ型) 0 0
ふれあい展示（設営日） 休館日 0

0 0 0
ふれあい展示（～23日） 0 0

0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 県民大学講座（天城町） 0

休館日 0 0
0 0 0
0 0 第７回かごしま青年塾
0 県視連自作視聴覚教材ｺﾝｸｰﾙ審査会 0
0 0 0
0 0 0
0 0 休館日
0 0 0

【連携】鹿体大 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 デジタル・デバイド解消に向けた講座
0 休館日 のための運営サポート講座（指宿市）
0 0 0

【連携】ｺﾞｯﾀﾝ成音会 0 0
【連携】第一工大 0 0

0 0 0
ふれあい展示（最終日） 勤労感謝の日 0
県民大学講座（奄美市） 大学等連携懇談会 0

0 0 0
0 0 【連携】第一工大

休館日 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 【連携】ｺﾞｯﾀﾝ成音会 0
0 【連携】第一工大 休館日
0 0 0
0 第６回かごしま青年塾 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 休館日 0
0 0 0
0 0 0
0 0 休館日
0 0 0

第５回かごしま青年塾 0 0
0 0 休館日
0 0 0
0 0

休館日 休館日
0 0

鹿体大…鹿屋体育大学，第一工大…第一工科大学，交セ…かごしま県民交流センター

日付

土31 月 31

日 30 水 30 金30

火 29 木29 土 29

水28 金 28 月 28

木 27 日 27 火27

土 26 月26 水 26

日25 火 25 金 25

月 24 木 24 土24

水 23 金23 日 23

木22 土 22 火 22

金 21 月 21 水21

日 20 火20 木 20

月19 水 19 土 19

火 18 金 18 日18

木 17 土17 月 17

金16 日 16 水 16

土 15 火 15 木15

月 14 水14 金 14

火13 木 13 日 13

水 12 土 12 月12

金 11 日11 火 11

土10 月 10 木 10

日 9 水 9 金9

火 8 木8 土 8

水7 金 7 月 7

木 6 日 6 火6

土 5 月5 水 5

日4 火 4 金 4

月 3 木 3 土3

日付 日付
10月 11月 12月

水 2 金2 日 2

木1 土 1 火 1
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行事 行事 行事
0 0 0

休館日 0 0
0 0 0
0 0 0

休館日 0 0
0 0 0
0 0 0

休館日 0 0
0 0 0
0 県民大学講座（肝付町） 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 休館日 休館日
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0

成人の日 0 0
0 0

0 0 0
0 0 0

休館日 0 0
0 0 0
0 建国記念日 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 休館日 休館日
0 0 0
0 0 0

県視連自作視聴覚教材ｺﾝｸｰﾙ表彰式 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0

休館日 0 0
0 0 0
0 【連携】鹿視研 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 休館日 休館日
0 0 0
0 0 春分の日
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 天皇誕生日 0

休館日 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 休館日 休館日
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0

休館日 0
0 0
0 0
0 0
0 0

鹿視研…鹿児島県視聴覚教育研究協議会

金31 火 31

月 30 木30

　 29 水29 日 　

火28 土 28 火 28

金 27 月 27 月27

日 26 日26 木 26

土25 水 25 土 25

火 24 金 24 金24

木 23 木23 月 23

水22 日 22 水 22

土 21 火 21 火21

月 20 月20 金 20

日19 木 19 日 19

水 18 土 18 土18

金 17 金17 火 17

木16 月 16 木 16

日 15 水 15 水15

火 14 火14 土 14

月13 金 13 月 13

木 12 日 12 日12

土 11 土11 水 11

金10 火 10 金 10

月 9 木 9 木9

水 8 水8 日 8

火7 土 7 火 7

金 6 月 6 月6

日 5 日5 木 5

土4 水 4 土 4

火 3 金 3 金3

木 2 木2 月 2

1月 2月 3月

水1 日 1 水 1

日付 日付 日付
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Ⅲ　施設利用状況（令和３年度）

　 施設利用

   　かごしま県民交流センター(生涯学習関係利用者)

４月

５月

６月

７月

８月

９月

10月

11月

12月

１月

２月

３月

合 計

   　視聴覚教材

４月

貸出
本数

153

利用
人数 3,725

 　生涯学習相談

70.5

1,266 1,395 100.0

学習情報 0 7 7 

小計 0 

学習情報 117 247 364 

38 83 121 

小計 42 

小計 7 

計

学習推進 12 1,019 1,031 

129 

行政
その他

学習推進 0 977 977 

984 984 

学習機会に
関すること

学習推進 0 5 5 

90 162 11.6

団体・グループ
に関すること

学習推進 4 17 21 

100 142 10.2

10 17 1.2

学習プログラム
に関すること

学習推進 7 4 

学習情報 0 6 6 

学習情報

11 

学習情報 72 85 157 

小計 72 

学習情報 7 66 73 

小計 8 

指導者に
関すること

学習推進 1 14 15 

80 88 6.3

学習情報 0 0 0 
学習施設に
関すること

学習推進 0 2 2 

小計 0 

相談内容 係 来所 電話 計 割合(%)

2 2 0.1

2,415 3,134 45,460

(件)

7,318 6,765 3,967 695 4,705 1,693 5,139 4,111 1,793

152 142 150 112 175 1,841134 183 173 84 174 209

１２月 １月 ２月 ３月 年間合計

318 12,975 14,412

５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月

121 122 12 170 12 682

0 0 7 18 3 0 0 1,157 1,185

0 0 0 8 0 0 0 1,235 1,243

53 961 1,134

2 0 0 8 0 26 44

6 0 0 25 1 88

1,343 1,423

4 0 0 27 0 95 2 1,719 1,847

12 40 0 14 1 161 58 1,286 1,572

3 781 803

0 0 0 9 0 0 50

0 12 0 7 0 0

203 262

88 2 4 16 1 203 22 1,754 2,090

0 30 1 9 1 109 86 1,025 1,261

0 4 0 12 2 0 0 720 738

9 34 0 17 3 0 0 791 854

月

５Ｆ視聴覚フロア

総　　　計研修講座
来所相談 ライブラリ― 来所相談

研修講座 展示スペース
情報サロン
ギャラリー

対面 オンライン 対面 オンライン

(人)

２Ｆ ５Ｆ以外 ２Ｆ・６Ｆ

学習施設 0.1% 指導者

6.3%

学習機会

11.6%

学習プログラム

1.2%

団体グループ

10.2%

行政・その他

70.5%
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（関係資料）

かごしま県民交流センターの設置及び管理に関する条例

平成14年10月15日

条 例 第 6 9 号

（設置）

第１条 県民の生涯学習，国際交流，男女共同参画の推進，介護の知識等の習得及び共生・協働の地

域社会づくりに関する活動その他の県民の自主的な活動を促進するとともに，県民に交流の場を提

供するための公の施設として，かごしま県民交流センター（以下「県民交流センター」という。）

を設置する。

（位置）

第２条 県民交流センターは，鹿児島市に置く。

（施設）

第３条 県民交流センターに県民の生涯学習の促進及び視聴覚教育の振興のための中核的な施設とし

てかごしま県民大学中央センターを置く。

２ 県民交流センターに県民の国際交流及び国際協力に関する活動を支援するための中核的な施設と

して鹿児島県国際交流プラザを置く。

３ 県民交流センターに県民の男女共同参画の推進に関する活動を支援するための中核的な施設とし

て鹿児島県男女共同参画センターを置く。

４ 県民交流センターに県民の介護に関する知識及び技術の習得を支援するための中核的な施設とし

て鹿児島県介護実習・普及センターを置く。

５ 県民交流センターに県民の共生・協働の地域社会づくりに関する活動を支援するための中核的な

施設として鹿児島県共生・協働センターを置く。

（使用の許可等）

第４条 県民交流センターの施設（これに附属する設備及び備品を含む。以下同じ。）で別表に掲げ

るものを使用しようとする者は，知事の許可を受けなければならない。許可を受けた者が当該許可

の内容を変更しようとするときも，同様とする。

２ 知事は，県民交流センターの管理上必要と認めるときは，前項の許可（以下「使用許可」という。）

に条件を付することができる。

３ 使用許可を受けた者（以下「使用者」という。）は，当該使用許可に係る施設（以下「許可施設」

という。）の使用を中止し，又は終了したときは，直ちにその旨を知事に届け出なければならない。

４ 知事は，次の各号のいずれかに該当するときは，使用許可を与えないことができる。

（1） 公の秩序を乱し，又は善良の風俗を害するおそれがあると認められるとき。

（2） 県民交流センターの施設，展示品又は植栽物（以下「施設等」と総称する。）を損傷するおそ

れがあると認められるとき。

（3） 前２号に掲げるもののほか，県民交流センターの管理上支障があると認められるとき。

（使用許可の取消し等）

第５条 知事は，次の各号のいずれかに該当するときは，使用許可の全部若しくは一部を取り消し，

若しくはその内容を変更し，又は許可施設の使用の中止を命ずることができる。

（1） 使用者が使用許可の内容又は使用許可に付された条件に違反したとき。

（2） 使用者がこの条例の規定に違反したとき。

（3） 使用者が不正の手段によって使用許可を受けたとき。

（4） 公益上特に必要があると認めるとき。

（5） 前各号に掲げるもののほか，県民交流センターの管理上特に必要があると認めるとき。
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２ 知事が前項の規定による処分をした場合において，当該処分により使用者に損害が生じても，県

は，その賠償の責めを負わないものとする。ただし，同項第４号又は第５号に該当することにより

当該処分がなされた場合は，この限りでない。

（使用料）

第６条 許可施設の使用については，別表に定める使用料を徴収する。

２ 前項の使用料は，知事が特別の理由があると認めた場合を除き，前納しなければならない。

３ 既納の使用料は，返還しない。ただし，次の各号のいずれかに該当するときは，規則で定めると

ころにより，その全部又は一部を返還する。

（1） 前条第１項第４号又は第５号に該当することにより使用許可が取り消されたとき。

（2） 災害その他使用者の責めに帰することができない理由により許可施設の使用が不能となったと

き。

（3） 使用者が使用開始前に使用許可の取消しを申し出て，知事がこれを認めたとき。

（4） 前３号に掲げるもののほか，知事が特別の理由があると認めたとき。

（使用料の減免）

第７条 知事は，公益上の理由その他特別の理由があると認めるときは，規則で定めるところにより，

使用料を減額し，又は免除することができる。

（行為の禁止）

第８条 県民交流センターにおいては，何人も，次に掲げる行為をしてはならない。

（1） 施設等を損傷し，汚損し，又は滅失する行為

（2） たき火その他危険な行為

（3） 他人に危害を及ぼし，又は迷惑となる行為

（4） 前３号に掲げるもののほか，県民交流センターの管理上支障となる行為

２ 知事は，前項各号に掲げる行為を行った者に対し，当該行為を制止し，又は県民交流センターか

らの退去を命ずることができる。

（施設等の原状変更の禁止）

第９条 使用者その他県民交流センターを利用する者は，施設等の原状を変更してはならない。ただ

し，あらかじめ知事の承認を受けたときは，この限りでない。

２ 前項ただし書の規定により施設等の原状を変更した者は，知事の指示に従い，施設等の使用終了

後直ちに原状に回復しなければならない。

（行為の制限）

第10条 県民交流センターにおいて，次に掲げる行為をしようとする者は，知事の許可を受けなけれ

ばならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも，同様とする。

（1） 物品販売，募金その他これらに類する行為をすること。

（2） 展示会，集会その他これらに類する催しを開催すること。

２ 知事は，県民交流センターの管理上必要と認めるときは，前項の許可に条件を付することができ

る。

３ 第１項の許可を受けた者は，当該行為を中止し，又は終了したときは，直ちにその旨を知事に届

け出なければならない。

（損害賠償）

第11条 第８条第１項各号に掲げる行為を行った者が当該行為により県に損害を与えたときは，その

損害を賠償しなければならない。第９条の規定に違反して施設等の原状を変更し，又は原状回復を

怠った者も，同様とする。
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（罰則）

第12条 偽りその他不正の行為により使用料の徴収を免れた者は，その徴収を免れた金額の５倍に相

当する額（当該５倍に相当する金額が５万円を超えないときは，５万円とする。）以下の過料に処

する。

２ 次の各号のいずれかに該当する者は，５万円以下の過料に処する。

（1） 第４条第１項の規定に違反して県民交流センターの施設を使用した者

（2） 第８条第２項の規定による知事の制止に従わず，又は命令に違反した者

（3） 第９条の規定に違反して施設等の原状を変更し，又は原状回復を怠った者

（4） 第10条第１項の規定に違反して同項各号に掲げる行為をした者

（規則への委任）

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は，規則で定める。

附 則

１ この条例は，公布の日から起算して７月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

２ 次に掲げる条例は，廃止する。

（1） 鹿児島県立視聴覚センター設置条例（昭和54年鹿児島県条例第27号）

（2） 鹿児島県国際交流プラザの設置及び管理に関する条例（平成２年鹿児島県条例第29号）

３ 鹿児島県公の施設に関する条例（昭和39年鹿児島県条例第13号）の一部を次のように改正する。

第２条中「第96条第1項第10号」を「第96条第1項第11号」に改める。

「

「 霧島国際音楽ホール ２月

別表第１中 霧島国際音楽ホール ２月 を

」 かごしま県民交流センター ２月

に改める。 」

「

「 霧島国際音楽ホール ６月

別表第１中 霧島国際音楽ホール ６月 を

」 かごしま県民交流センター ６月

に改める。 」

別表（第４条，第６条関係）

以下省略

附 則（平成18年３月28日条例第19号）

この条例は，平成18年４月１日から施行する。

附 則（平成19年３月20日条例第13号）

１ この条例は，平成19年４月１日から施行する。

２ 改正後のかごしま県民交流センターの設置及び管理に関する条例別表の規定は，この条例の施行

の日以後の使用許可に係る使用料について適用し，同日前の使用許可に係る使用料については，な

お従前の例による。

附 則（平成20年３月28日条例第11号）

この条例は，平成20年４月１日から施行する。

附 則（平成26年３月28日条例第19号）抄
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（施行期日）

１ この条例は，平成26年４月１日から施行する。

（かごしま県民交流センターの設置及び管理に関する条例の一部改正に伴う経過措置）

６ 第15条の規定による改正後のかごしま県民交流センターの設置及び管理に関する条例別表の規定

は，施行日以後の使用許可に係る使用料について適用し，施行日前の使用許可に係る使用料につい

ては，なお従前の例による。

附 則（平成28年10月14日条例第37号）

１ この条例は，公布の日から起算して１年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

ただし，別表の１の表の改正規定（同表中ホールの項の次に次のように加える部分を除く。）及

び次項の規定は，公布の日から施行する。（平成29年３月規則第11号で，同29年８月１日から施行）

２ この条例（前項ただし書に規定する改正規定に限る。以下この項において同じ。）の施行の際現

に改正前のかごしま県民交流センターの設置及び管理に関する条例の規定によりパソコン研修室

第１又はパソコン研修室 第２の使用許可を受けている者は，それぞれこの条例の施行の日に，改

正後のかごしま県民交流センターの設置及び管理に関する条例の規定により小研修室 第３又は中

研修室 第３の使用許可を受けたものとみなす。この場合において，当該使用許可を受けたものと

みなされる者に係る使用料は，同条例別表の１の表の規定にかかわらず，なお従前の例による。

附 則（平成31年３月22日条例第22号）

１ この条例中第１条及び次項の規定は平成31年４月１日から，第２条及び附則第３項の規定は同年

10月１日から施行する。

２ 第１条の規定による改正後のかごしま県民交流センターの設置及び管理に関する条例別表の規定

は，平成31年４月１日以後の使用許可に係る使用料について適用し，同日前の使用許可に係る使用

料については，なお従前の例による。

３ 第２条の規定による改正後のかごしま県民交流センターの設置及び管理に関する条例別表の規定

は，平成31年10月１日以後の使用許可に係る使用料について適用し，同日前の使用許可に係る使用

料については，なお従前の例による。
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